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各都道府県私立学校主管部課 御中 

 
 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
 
 

繰り返し利用可能な布製マスク配布に向けた状況調査について 
 
現在、文部科学省ではすべての小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高等課程を置く

専修学校等の児童生徒及び教職員※に対して、４月中を目途に布製マスクを配布できるよう検
討を進めております。 
ついては、至急、配布先及び配布枚数を把握したいため、お忙しいところ誠に恐縮ですが、

所轄の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等について、下記のとおり調査に御協力い
ただきたく、別添様式等により、下記提出先まで報告願います。なお、高等課程を置く専修
学校については別途調査しているため、対応不要です。 
 
※教員、事務職員、学校栄養職員、学校図書館事務員、養護職員（看護師等）、学校給食調理
従事員、用務員、警備員・その他（例：特別支援学校における介助員、特別支援教育支援員
など）。学校基本調査報告書における教員数（本務者）及び職員数（本務者）が該当。 

 
 

記 
 
１．調査対象 

（私立）小学校・中学校・義務教育学校・高等学校（全日制・定時制）・中等教育学
校・特別支援学校（幼稚部含む） 

 
２．提出様式 
別添様式「繰り返し利用可能な布製マスク配布に向けた状況調査」 

※「①郵便番号、②学校の住所（送付先）、③学校名、④電話番号、⑤児童生徒数及び
教職員数の合計」の各内容を含む、既存資料（編集可能なもの）の提出に替えること
でも差し支えありません。時点は、例えば令和元年５月１日など公表されている最新
のものとしてください。 

 
３．提出期限 
令和２年４月７日（火）正午 

 
４．提出方法 
電子メールで提出してください。 

 
５．提出先 
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
E-mail：hoken@mext.go.jp 

 

 

【担 当】 
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
ＴＥＬ：03-5253-4111（内線）2976 
E-mail：hoken@mext.go.jp 


